
令 和 ５ 年 ４ 月

長 官 官 房

会 計 官

入札及び契約心得についての一部改正について

１ 改正の趣旨

「装備品等及び役務の調達における人権配慮の取組について（通知）」（装管

調第６２５２号。令和５年４月７日）を受け、入札及び契約心得について（装官

会第７２５０号。３１．３．２９）について、所要の改正を行う。

２ 改正の概要

⑴ 人権尊重の取組についての項を加える。

⑵ 物品製造請負契約条項（別紙様式第６）を改める。

⑶ 役務請負契約条項（別紙様式第７）を改める。

⑷ 物品売買契約条項（別紙様式第８）を改める。

⑸ 建設工事請負契約書（別紙様式第９）を改める。

⑹ 技術支援契約条項（別紙様式第10）を改める。

⑺ 賃借契約条項（別紙様式第11）を改める。

⑻ 単価契約条項（別紙様式第12）を改める。

⑼ 委託契約条項（別紙様式第13）を改める。

⑽ 役務等請負契約条項（別紙様式第13-1）を改める。

⑾ その他所要の改正を行う。

・契約金額の精算に関する特約条項（別紙様式第３５）を改める。

・資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項（別紙様式第３

６）を改める。

３ 施行期日

令和５年５月１日


